別紙
科目免除について
免除対象者　：　①実習施設（下表）での従事期間が365日以上、かつ、身体又は精神上の障害により日常生活に支障を有する者への、入浴、排泄、食事その他の介護業務並びに当該者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務に従事した日が180日以上のものをいう

　　　　　　　　②3級課程修了者
　　　　　　　　

免除内容　：　①実習免除

　　　　　　　　②講義：サービス提供の基本視点・ホームヘルプサービス概論・介護概論・生活援助の方法

　　　　　　　　　演習：共感的理解と基本的態度の形成・レクリエーション体験学習

　　　　　　　　　実習：在宅サービス提供現場学習

申込方法　：　　①研修開始日までに「介護業務実務経験証明書」を提出

②研修開始日までに「訪問介護員３級課程修了証明書」を提出

実務経験施設名
	介護実習
	特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設

認知症対応型グループホーム

障害者支援施設

障害児施設

	ホームヘルプサービス同行訪問
	指定訪問介護事業所

	在宅サービス提供現場見学
	指定通所介護事業所

指定認知症対応型通所介護事業所
指定小規模多機能型居宅介護事業所

地域包括支援センター

指定訪問看護ステーション

生活介護を行う事業所　　　　　　　　　
指定通所リハビリテーション事業所　等


上記に関しては、申し出の場合該当かどうかの審査により決定します。
尚、免除の場合でも、受講料に変更はありません。
